
２ 役員は、次の事由によって退任する。 
（１）任期の満了 

（２）辞任 

（３）学校教育法第９条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。 
   （理事長の職務） 
  第12条  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

 （常務理事の職務） 
  第13条 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。 
  （理事の代表権の制限） 
  第14条 理事長及び常務理事以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。 
    （理事長職務の代理等） 
  第15条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、 

理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 

 （監事の職務） 
第 16 条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。 

（１）この法人の業務を監査すること。 
（２）この法人の財産の状況を監査すること。 
（３）この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後２月以内に理事

会及び評議員会に提出すること。 
（４）第１号又は第２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為

に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを滋賀県知事に報告し、又は理事会及び評議員会に報告

すること。 

（５）前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。 
（６）この法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。 
 （理事会） 
第17条 この法人に理事をもつて組織する理事会を置く。 

２ 理事会は学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。 

３ 理事会は、理事長が招集する。 

４ 理事長は理事総数の3分の２以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合に   

  は、その請求のあった日から７日以内に、これを招集しなければならない。 
５ 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知し

なければならない。 
６ 前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 
７ 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 
８  理事長が第４項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができ

る。この場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。 
９  理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、

議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため、過半数に達しないときは、この限りでない。 

10 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思表示した者は、出席者とみなす。 
11 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数で決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 
12 理事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 
 （業務の決定の委任） 
 第18条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する

重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理

事に委任することができる。 

（議事録） 

第19条 議長は理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければなら

ない。 

２ 議事録には、出席した理事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。 
 

 

 

第４章 評議員会及び評議員 
  （評議員会） 

  第20条 この法人に、評議員会を置く。 

２ 評議員会は、１３人の評議員をもって組織する。 


